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(57)【要約】
【課題】再封の操作性をより良く、確実に行なうことが
でき、開封、再封を繰り返し行なうのにも適した包装箱
を提供する。
【解決手段】第一側面板１、正面板２、第二側面板３、
背面板４を連設し、背面板に貼着板５を連設し、第一側
面板にフラップ１ａ、１ｂを連設し、正面板に上方外蓋
６、上方中蓋７、及び下方外蓋１２を連設し、上方中蓋
に、保持板８を連設し、正面板に、折線と破断線とで囲
まれた開封片１０を設け、第二側面板にフラップ３ａ、
３ｂを連設し、背面板に上方内蓋１３、下方内蓋１４を
連設し、さらに上方中蓋７の裏面の上半部と、保持板８
の裏面の上半部を貼着部Ｐとし、貼着板の表面と、上方
内蓋の表面及び下方内蓋の表面を貼着部とし、前記各折
線にしたがって各構成板を折り曲げ、各貼着部を貼着し
て、上蓋を上方外蓋、上方中蓋及び上方内蓋の三重蓋と
し、下蓋を下方外蓋及び下方内蓋の二重蓋とした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一側面板、正面板、第二側面板、背面板を各折線を介して順次連設し、この背面板の
側方に、折線を介して貼着板を連設し、
　第一側面板には、折線を介して上方向にフラップを連設し、折線を介して下方向にフラ
ップを連設し、
　正面板には、各折線を介して上方向に上方外蓋、上方中蓋を順次連設し、この上方中蓋
に、破断線を介して上方向に保持板を連設し、さらに正面板の上部に、折線と、この折線
の両端を起点として下方向に形成した破断線とで囲まれた開封片を設け、さらに折線を介
して下方向に下方外蓋を連設し、
　第二側面板には、折線を介して上方向にフラップを連設し、折線を介して下方向にフラ
ップを連設し、
　背面板には、折線を介して上方向に上方内蓋を連設し、折線を介して下方向に下方内蓋
を連設し、
　さらに、上方中蓋の裏面の少なくとも上半部と、保持板の裏面の少なくとも上半部を貼
着部とし、貼着板の表面と、上方内蓋の表面の少なくとも下側部、及び下方内蓋の表面の
少なくとも上側部を貼着部とし、
　前記各折線にしたがって各構成板を折り曲げ、各貼着部を貼着することにより、上蓋を
上方外蓋、上方中蓋及び上方内蓋の三重蓋とし、下蓋を下方外蓋及び下方内蓋の二重蓋と
したことを特徴とする包装箱。
【請求項２】
　正面板の破断線の下方には、この破断線の中央の一部を一辺とする切欠部を設けている
ことを特徴とする請求項１記載の包装箱。
【請求項３】
　保持板の連設長さを、正面板の折線から切欠部の最下位までの長さよりも長くし、保持
板の幅を、正面板の幅よりも短くしていることを特徴とする請求項１記載の包装箱。
【請求項４】
　保持板には、破断線の中央の一部を弦とする切欠部を設けていることを特徴とする請求
項１または２記載の包装箱。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、薬品、化粧品、飲料などの商品が入った容器等を収納するシールエンドカ
ートン型の包装箱に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の包装箱は、前記商品の入った容器等を収納して搬送され、店頭等に陳列される
。そして、店頭等に陳列された商品の購入者が、その包装箱を開封して、商品の入った容
器を出し入れした後に、その包装箱を再封できるようにしている。このように開封した後
に再封できるようにした包装箱は、従来から数多く存在している。
【０００３】
　このような包装箱としては、例えば図１２、１３に示したように、両端に開口部を有す
る角筒状の周壁部２０と、周壁部２０の上端に連なる４枚のフラップ２１，２２，２３，
２４と、周壁部２０の下端に連なる４枚のフラップ２５，２６，２７，２８とを備えたも
のとしている（特許文献１）。
【０００４】
　この包装箱の周壁部２０は、正面板３１と、背面板３２と、第一側面板３３及び第二側
面板３４とを有し、第一側面板３３は、互いに重なり合う外側の側面板３５と内側の側面
板３６とで構成されている。
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【０００５】
　この包装箱の上端に連なる４枚のフラップ２１，２２，２３，２４は、正面板３１の上
端に連なる上方外蓋を形成する外フラップ２１、背面板３２の上端に連なる上方内蓋を形
成する内フラップ２２、第一側面板３３の上端に連なるサイドフラップ２３、及び第二側
面板３４の上端に連なるサイドフラップ２４としている。
【０００６】
　この包装箱の下端に連なる４枚のフラップ２５，２６，２７，２８は、正面板３１の下
端に連なる下方外蓋を形成する外フラップ２５、背面板３２の下端に連なる下方内蓋を形
成する内フラップ２６、第一側面板３３の下端に連なるサイドフラップ２７、及び第二側
面板３４の下端に連なるサイドフラップ２８としている。
【０００７】
　さらに、このような包装箱としては、例えば図１４、１５に示したように、正面板４１
、第一側面板４２、背面板４３、第二側面板４４が順に連設され、第二側面板４４の側方
には、組み立て状態で正面板４１の裏面側に対向し糊付される裏面板４５が連設されたも
のとしている（特許文献２）。
【０００８】
　この包装箱の正面板４１は、天面側の一端部に外蓋片４６が延設され、底面側の一端部
にも、外蓋片４６とほぼ同形の外蓋片４７が延設されている。
【０００９】
　この包装箱の第一側面板４２は、天面側の一端部にフラップ４８が延設され、底面側の
一端部にも、フラップ４８と同形のフラップ４９が延設されている。
【００１０】
　この包装箱の背面板４３は、天面側の一端部に内蓋片５０が延設され、底面側の一端部
にも、内蓋片５０とほぼ同形の内蓋片５１が延設されている。
【００１１】
　この包装箱の第二側面板４４は、天面側の一端部にフラップ４８とほぼ同形のフラップ
５２が延設され、底面側の一端部にも、フラップ５２と同形のフラップ５３が延設されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特許第５６０２９７２号公報
【特許文献２】特開２０１３ー２２７０３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上記従来の包装箱は、特許文献１に示されたものでは、正面板３１の折線３１ａと切取
線３７とで囲まれた被押圧部３８を外側から押し込むことにより、被押圧部３８を切取線
３７に沿って切り取ることができ、これにより容易に開封されるとしており、また開封後
も、正面板３１の内側に重ねられた内板部３９の内側に被押圧部３８を差し込むことによ
り、この被押圧部３８が内板部３９に接触して保持されることにより、容易に再封される
としている。
【００１４】
　さらに、特許文献２に示された包装箱でも、正面板４１の折線４１ａと、この正面板４
１の両端から形成された破断線４１ｂとで囲まれた開封部５４を摘み上げることにより、
開封部５４を破断線４１ｂに沿って破断することができ、これにより容易に開封されると
しており、また開封後も、正面板４１の内側に重ねられた裏面板４５の上端内側に開封部
５４を差し込むことにより、この開封部５４が裏面板４５に接触して保持されることによ
り、容易に再封されるとしている。
【００１５】
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　しかしながら、上記従来の特許文献１に示された包装箱は、被押圧部３８を外側から押
し込むことにより切取線３７に沿って切り取るため、このとき同時に内板部３９も押し込
まれ、この内板部３９の上部左右が切断されると共に内板部３９が内方に倒れ込んでしま
う。そのため、この倒れ込んだ内板部３９の内側に被押圧部３８を差し込むのは困難とな
り、再封がしにくくなるという問題点を有していた。
【００１６】
　さらに、上記従来の特許文献２に示された包装箱は、正面板４１の内側に裏面板４５を
重ね合わせ糊付けされているため、この裏面板４５の厚さ分、開封部５４を内方に押し込
んで、この開封部５４を裏面板４５の上端内側に差し込まなければならない。そのため、
裏面板４５の上端内側に開封部５４を差し込むのは困難となり、再封がしにくくなるとい
う問題点を有していた。
【００１７】
　また、上記従来の特許文献１、２に示された包装箱は、開封、再封を繰り返し行なう上
蓋はともに二重蓋としている。すなわち、特許文献１に示されたものでは、正面板３１の
上端に連なる上方外蓋を形成する外フラップ２１と、背面板３２の上端に連なる上方内蓋
を形成する内フラップ２２の二重蓋としており、特許文献２に示されたものでは、正面板
４１の一端部に延設された外蓋片４６と、背面板４３の一端部に延設された内蓋片５０の
二重蓋としている。そのため、開封、再封を繰り返し行なうには、未だ剛性が不充分であ
るという問題点を有していた。
【００１８】
　そこで、この発明は、上記従来の問題点を解決するものであり、開封の操作が容易であ
り、開封後も容易に再封できるのは言うまでもなく、その再封の操作性もより良くなり、
再封を確実に行なうことができ、さらに開封、再封を繰り返し行なうのにも適した包装箱
を提供することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　この発明の包装箱は、第一側面板１、正面板２、第二側面板３、背面板４を折線ａ、ｂ
、ｃを介して順次連設し、この背面板４の側方に、折線ｄを介して貼着板５を連設してい
る。第一側面板１には、折線ｅを介して上方向にフラップ１ａを連設し、折線ｆを介して
下方向にフラップ１ｂを連設している。正面板２には、折線ｇ、ｈを介して上方向に上方
外蓋６、上方中蓋７を順次連設し、この上方中蓋７に、破断線ｘを介して上方向に保持板
８を連設している。正面板２の上部には、折線ｇと、この折線ｇの両端を起点として下方
向に形成した破断線ｙとで囲まれた開封片１０を設けている。さらに正面板２には、折線
ｉを介して下方向に下方外蓋１２を連設している。第二側面板３には、折線ｊを介して上
方向にフラップ３ａを連設し、折線ｋを介して下方向にフラップ３ｂを連設している。背
面板４には、折線ｌを介して上方向に上方内蓋１３を連設し、折線ｍを介して下方向に下
方内蓋１４を連設している。また、上方中蓋７の裏面の少なくとも上半部と、保持板８の
裏面の少なくとも上半部を貼着部Ｐとし、貼着板５の表面と、上方内蓋１３の表面の少な
くとも下側部、及び下方内蓋１４の表面の少なくとも上側部を貼着部Ｐとしている。そし
て、この発明の包装箱は、前記各折線にしたがって各構成板を折り曲げ、各貼着部Ｐを貼
着することにより、上蓋を上方外蓋６、上方中蓋７及び上方内蓋１３の三重蓋とし、下蓋
を下方外蓋１２及び下方内蓋１４の二重蓋としている。
【００２０】
　この発明の包装箱において、正面板２の破断線ｙの下方には、この破断線ｙの中央の一
部を一辺とする切欠部１１を設けている。
【００２１】
　この発明の包装箱において、保持板８の連設長さを、正面板の折線から切欠部の最下位
までの長さよりも長くし、保持板８の幅を、正面板の幅よりも短くしている。
【００２２】
　この発明の包装箱において、保持板８には、破断線ｘの中央の一部を弦とする切欠部９
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を設けている。
【発明の効果】
【００２３】
　この発明の包装箱は、正面板２の上部に設けた開封片１０を捲り上げることで、開封が
容易となり、開封後も、正面板２に貼着した保持板８の内側に、開封片１０を差し込み易
くなり、再封の操作性がより良くなり、再封を確実に行なうことができるものとなる。
【００２４】
　さらに、この発明の包装箱は、上蓋を上方外蓋６、上方中蓋７及び上方内蓋１３の三重
蓋にしたので、剛性が充分なものとなり、上蓋の開閉操作がスムーズに行なえるので、開
封、再封を繰り返し行なうのにも適したものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】この発明の包装箱の展開した状態を示す表面図である。
【図２】この発明の包装箱の展開した状態を示す裏面図である。
【図３】この発明の包装箱の図２の状態からの組み立て順序を説明図である。
【図４】この発明の包装箱の図３の状態からの組み立て順序を説明図である。
【図５】この発明の包装箱の図４の状態からの組み立て順序を説明図である。
【図６】この発明の包装箱の図５の状態からの組み立て順序を説明図である。
【図７】この発明の包装箱を組み立てた状態を示す斜視図である。
【図８】図７中のＡ－Ａ線によるこの発明の包装箱の断面図である。
【図９】この発明の包装箱の開封状態を示す斜視図である。
【図１０】この発明の包装箱の再封状態を示す斜視図である。
【図１１】図１０中のＢ－Ｂ線によるこの発明の包装箱の断面図である。
【図１２】従来の包装箱の一例を示す斜視図である。
【図１３】図１２に示す包装箱を筒状に組み立てた状態を示す斜視図である。
【図１４】従来の包装箱の他の例を示す展開図である。
【図１５】図１４に示す包装箱を筒状に組み立てた状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、この発明の包装箱を実施するための形態を、図面に基づいて詳細に説明する。
【００２７】
  図１はこの発明の包装箱を展開した状態を示す表面図であり、図２はこの発明の包装箱
を展開した状態を示す裏面図である。
【００２８】
　この発明の包装箱は、第一側面板１、正面板２、第二側面板３、背面板４を折線ａ、ｂ
、ｃを介して横方向に順次連設している。さらに、背面板４の側方には、折線ｄを介して
貼着板５を連設している。この実施形態では、第一側面板１、正面板２、第二側面板３、
背面板４は、それぞれ略同状にしている。
【００２９】
　第一側面板１には、折線ｅを介して上方向にフラップ１ａを連設し、折線ｆを介して下
方向にフラップ１ｂを連設している。この実施形態では、フラップ１ａの連設長さは、後
に述べる上方外蓋６の連設長さの略半分よりも短く（約３５～４５％の長さに）しており
、フラップ１ｂの連設長さは、後に述べる下方外蓋１２の連設長さの略半分よりも短く（
約３５～４５％の長さに）している。
【００３０】
　正面板２には、折線ｇ、ｈを介して上方向に上方外蓋６、上方中蓋７を順次連設してい
る。さらに、上方中蓋７には、破断線ｘを介して上方向に保持板８を連設している。この
実施形態では、上方外蓋６の幅は、正面板２の幅と等しくしており、上方外蓋６の連設長
さと上方中蓋７の連設長さは、等しくしており、上方中蓋７の幅は、正面板２の幅よりも
少し短く（約８０～９０％の幅に）している。さらに、保持板８の連設長さは、正面板２
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の折線ｇから後に述べる切欠部１１の最下位までの長さよりも長くしており、保持板８の
幅は、正面板２の幅よりも少し短く（約８０～９０％の幅に）している。また、保持板８
には、破断線ｘの中央の一部を弦とする略円弧状の切欠部９を設けている。なお、この切
欠部９の形状は、略円弧状に限定されることはない。そして、正面板２の上部には、折線
ｇと、この折線ｇの両端を起点として下方向に形成した円弧状の破断線ｙとで囲まれた開
封片１０を設けている。さらに、正面板２の破断線ｙの下方には、この破断線ｙの中央の
一部を一辺とする略四角状の切欠部１１を設けている。なお、この切欠部１１の形状は、
略四角状に限定されることはない。また、正面板２には、折線ｉを介して下方向に下方外
蓋１２を連設している。
【００３１】
　第二側面板３には、折線ｊを介して上方向にフラップ３ａを連設し、折線ｋを介して下
方向にフラップ３ｂを連設している。この実施形態では、フラップ３ａの連設長さは、上
方外蓋６の連設長さの略半分よりも短く（約３５～４５％の長さに）しており、フラップ
３ｂの連設長さは、下方外蓋１２の連設長さの略半分よりも短く（約３５～４５％の長さ
に）している。
【００３２】
　背面板４には、折線ｌを介して上方向に上方内蓋１３を連設し、折線ｍを介して下方向
に下方内蓋１４を連設している。この実施形態では、上方内蓋１３の連設長さは、上方外
蓋６及び上方中蓋７の連設長さより少し短く（約８０～９０％の長さに）しているが、等
しくしてもよい。さらに、下方内蓋１４の連設長さは、下方外蓋１２の連設長さより少し
短く（約８０～９０％の長さに）しているが、等しくしてもよい。
【００３３】
　なお、図中の網かけで示した部分は粘着部Ｐとしている。すなわち、上方中蓋７の裏面
の少なくとも上半部の左右側端部と、保持板８の裏面の少なくとも上半部の左右側端部に
は、それぞれ適切な糊を塗布するなどして貼着部Ｐとしている。なお、上方中蓋７の裏面
の貼着部Ｐは、この上方中蓋７の裏面の全域としてもよく、保持板８の裏面の貼着部Ｐは
、この保持板８の裏面の上半部の全域としてもよい。さらに、貼着板５の表面の全域と、
上方内蓋１３の表面の少なくとも下側部、及び下方内蓋１４の表面の少なくとも上側部に
は、それぞれ適切な糊を塗布するなどして貼着部Ｐとしている。なお、上方内蓋１３の表
面の貼着部Ｐは、この上方内蓋１３の表面の全域としてもよく、下方内蓋１４の表面の貼
着部Ｐは、この下方内蓋１４の表面の全域としてもよい。
【００３４】
　以上のように構成したこの発明の包装箱は、前記各折線にしたがって各構成板を折り曲
げ、各貼着部Ｐを貼着することにより、図７、８に示したように、上蓋が上方外蓋６、上
方中蓋７及び上方内蓋１３の三重蓋となり、下蓋が下方外蓋１２及び下方内蓋１４の二重
蓋となる。
【００３５】
　以下、この発明の包装箱の組み立て順序について、詳細に説明する。
【００３６】
　先ず、図３に示したように、折線ｈにしたがって上方中蓋７を内側に折り曲げて、この
上方中蓋７を上方外蓋６に、保持板８を正面板２に、それぞれ重ね合わせ、上方中蓋７を
上方外蓋６に、保持板８を正面板２に、それぞれ貼着部Ｐで貼着する。
【００３７】
　そこで、図４に示したように、折線ｃにしたがって背面板４を内側に折り曲げて、この
背面板４を第二側面板３に重ね合わせると共に、貼着板５を正面板２の側部に重ね合わせ
る。そして、図４に示した状態から、折線ａにしたがって第一側面板１を内側に折り曲げ
て、この第一側面板１を正面板２に重ね合わせると共に、第一側面板１の側部を貼着板５
に重ね合わせ、この第一側面板１の側部を貼着板５の貼着部Ｐに貼着すると、図５に示し
た状態となる。
【００３８】
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　次に、図５に示した状態から、この発明の包装箱に左右方向から力を加えると、第一側
面板１及び背面板４がそれぞれ起き上がり、正面方向から見ると図６に示した状態となる
。そして、図６に示した状態から、包装箱の下部において、フラップ１ｂ、３ｂを内側に
９０度折り返し、下方内蓋１４を内側に９０度折り曲げて、この下方内蓋１４をフラップ
１ｂ、３ｂに重ね合わせる。さらに、下方外蓋１２を内側に９０度折り曲げて、この下方
外蓋１２を下方内蓋１４の貼着部Ｐに貼着すると、包装箱の下部が閉鎖される。その後、
医薬品や食品等の商品が入った容器を、包装箱の上部から箱体内部に収納する。
【００３９】
　一方、図６に示した状態から、包装箱の上部において、フラップ１ａ、３ａを内側に９
０度折り返し、上方内蓋１３を内側に９０度折り返して、この上方内蓋１３をフラップ１
ａ、３ａに重ね合わせる。さらに、上方外蓋６を内側に９０度折り曲げて、この上方外蓋
６に貼着している上方中蓋７を上方内蓋１３に重ね合わせ、この上方中蓋７を上方内蓋１
３の貼着部Ｐに貼着すると、包装箱の上部が閉鎖され、図７に示した状態となる。
【００４０】
　なお、この発明の包装箱は、図５に示した状態で、輸送したり保管したりしておくこと
もできる。この図５に示した状態では、この発明の包装箱は、偏平状に折り畳まれたもの
となっているので、輸送したり、保管したりするなどの際には、場所をとらず、非常に便
利なものとなる。
【００４１】
　そして、この発明の包装箱を開封したり、再封したりするには、次のようにして行なう
。
【００４２】
　先ず、この発明の包装箱を開封するには、図７に示した状態において、正面板２の切欠
部１１から開封片１０に指先を引っ掛け、開封片１０を指で捲り上げると、破断線ｙに沿
ってこの開封片１０が正面板２から切断される。そして、そのまま開封片１０を引き上げ
ると、上方中蓋７と保持板８とが破断線ｘから切断され、上方中蓋７が上方外蓋６に貼着
し、保持板８が正面板２に貼着した状態で、上方外蓋６、上方中蓋７及び上方内蓋１３の
三重蓋となった包装箱の上蓋が開封され、図９に示した状態となる。
【００４３】
　そこで、図９に示した状態から、第一側面板１のフラップ１ａと第二側面板３のフラッ
プ３ａを引き上げると、包装箱の上部が開放されるので、商品が入った容器の出し入れが
できる。
【００４４】
　次に、この発明の包装箱を再封するには、図９に示した状態から、第一側面板１のフラ
ップ１ａと第二側面板３のフラップ３ａを押し下げると共に、上方外蓋６、上方中蓋７及
び上方内蓋１３の三重蓋となった上蓋を押し下げ、正面板２に貼着した保持板８の内側に
、開封片１０を指で押さえて差し込むと、この保持板８の内側に開封片１０が保持される
ことにより、上蓋が再封され、図１０に示した状態となる。
【００４５】
　この再封操作において、図９に示した状態では、保持板８の幅を正面板２の幅よりも少
し短く（約８０～９０％の幅に）しているため、正面板２と保持板８の間には空間Ｓが形
成され、保持板８が外方に押し出し易くなっている。したがって、開封片１０を保持板８
の内側に差し込むときに、この保持板８を外方に押し出しつつ差し込めば、その差し込み
操作がし易くなり、再封の操作性がより良くなり、再封を確実に行なうことができる。
【００４６】
　さらに、この発明の包装箱は、保持板８に切欠部９を設けているので、前記したように
正面板２に貼着した保持板８の内側に開封片１０を差し込む場合に、この切欠部９に開封
片１０を押さえた指を逃がすことができるので、その操作が非常に行ない易くなる。
【００４７】
　そして、この発明の包装箱は、上蓋を上方外蓋６、上方中蓋７及び上方内蓋１３の三重
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蓋にしたので、剛性が充分なものとなり、上蓋の開閉操作がスムーズに行なえるものとな
る。
【００４８】
　以上に述べたように、この発明の包装箱は、開封の操作が容易であり、開封後も容易に
再封できるのは言うまでもなく、その再封の操作性もより良くなり、再封を確実に行なう
ことができ、さらに開封、再封を繰り返し行なうのに適したものとなるという優れた効果
を有する。
【符号の説明】
【００４９】
　１　第一側面板
　１ａ、１ｂ　フラップ
　２　正面板
　３　第二側面板
　３ａ、３ｂ　フラップ
　４　背面板
　５　貼着板
　６　上方外蓋
　７　上方中蓋
　８　保持板
　９　切欠部
　１０　開封片
　１１　切欠部
　１２　下方外蓋
　１３　上方内蓋
　１４　下方内蓋
　ａ～ｍ　折線
　ｘ、ｙ　破断線
　Ｐ　貼着部
　Ｓ　空間
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年5月12日(2016.5.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一側面板、正面板、第二側面板、背面板を各折線を介して順次連設し、この背面板の
側方に、折線を介して貼着板を連設し、
　第一側面板には、折線を介して上方向にフラップを連設し、折線を介して下方向にフラ
ップを連設し、
　正面板には、各折線を介して上方向に上方外蓋、上方中蓋を順次連設し、この上方中蓋
に、破断線を介して上方向に保持板を連設し、さらに正面板の上部に、折線から下方向に
形成した破断線とで囲まれた開封片を設け、さらに折線を介して下方向に下方外蓋を連設
し、
　第二側面板には、折線を介して上方向にフラップを連設し、折線を介して下方向にフラ
ップを連設し、
　背面板には、折線を介して上方向に上方内蓋を連設し、折線を介して下方向に下方内蓋
を連設し、
　さらに、上方中蓋の裏面の少なくとも上半部と、保持板の裏面の少なくとも上半部を貼
着部とし、貼着板の表面と、上方内蓋の表面の少なくとも下側部、及び下方内蓋の表面の
少なくとも上側部を貼着部とし、
　前記各折線にしたがって各構成板を折り曲げ、各貼着部を貼着した状態において、上蓋
を上方外蓋、上方中蓋及び上方内蓋の三重蓋とし、下蓋を下方外蓋及び下方内蓋の二重蓋
としたことを特徴とする包装箱。
【請求項２】
　正面板の破断線の下方には、この破断線の中央の一部を一辺とする切欠部を設けている
ことを特徴とする請求項１記載の包装箱。
【請求項３】
　保持板の連設長さを、正面板の折線から切欠部の最下位までの長さよりも長くし、保持
板の幅を、正面板の幅よりも短くしていることを特徴とする請求項１記載の包　装箱。
【請求項４】
　保持板には、破断線の中央の一部を弦とする切欠部を設けていることを特徴とする請求
項１または２記載の包装箱。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　この発明の包装箱は、第一側面板１、正面板２、第二側面板３、背面板４を折線ａ、ｂ
、ｃを介して順次連設し、この背面板４の側方に、折線ｄを介して貼着板５を連設してい
る。第一側面板１には、折線ｅを介して上方向にフラップ１ａを連設し、折線ｆを介して
下方向にフラップ１ｂを連設している。正面板２には、折線ｇ、ｈを介して上方向に上方
外蓋６、上方中蓋７を順次連設し、この上方中蓋７に、破断線ｘを介して上方向に保持板
８を連設している。正面板２の上部には、折線ｇから下方向に形成した破断線ｙとで囲ま
れた開封片１０を設けている。さらに正面板２には、折線ｉを介して下方向に下方外蓋１
２を連設している。第二側面板３には、折線ｊを介して上方向にフラップ３ａを連設し、
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折線ｋを介して下方向にフラップ３ｂを連設している。背面板４には、折線ｌを介して上
方向に上方内蓋１３を連設し、折線ｍを介して下方向に下方内蓋１４を連設している。ま
た、上方中蓋７の裏面の少なくとも上半部と、保持板８の裏面の少なくとも上半部を貼着
部Ｐとし、貼着板５の表面と、上方内蓋１３の表面の少なくとも下側部、及び下方内蓋１
４の表面の少なくとも上側部を貼着部Ｐとしている。そして、この発明の包装箱は、前記
各折線にしたがって各構成板を折り曲げ、各貼着部Ｐを貼着した状態において、上蓋を上
方外蓋６、上方中蓋７及び上方内蓋１３の三重蓋とし、下蓋を下方外蓋１２及び下方内蓋
１４の二重蓋としている。
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